
2026年2月改定

施設利用のルールを守り、下記の通り利用申請します。

■施設利用のルール

※施設の利用予約は予約日を含む6か月先の月末まで可能ですが、

   利用開始日が6か月目の最終週に当たる場合は、７か月目の１週目まで予約することができます。

※申請書は利用の１週間前までに提出してください。

※入場料の徴収や館内での物販等、営業目的での施設利用はできません。

※初回利用申請時は、本人確認書類の提示（郵送の場合はコピーしたものの添付）をお願いいたします。

※利用時に発生したゴミは各自でお持ち帰りください。残っている場合は引き取りをお願いします。

※館の備品を汚損した場合は必ず申告してください。※エントランス以外での飲食はご遠慮ください。

※当館主催イベント等の都合で、利用日時を変更していただく場合がありますのでご了承ください。

黒潮町立大方あかつき館施設利用許可申請書

館　長 係

　   　2026　　年　　　2　月　　　1　日

 ５．利用する施設 　➀会議室　　②和室　　③レクチャーホール　　④エントランス　　⑤町民ギャラリー

 １．申請者

　所属または団体名：　 　　○○○サークル

　住　所：  　黒潮町入野○○○－○○

  氏　名： 　黒潮　太郎

緊急時連絡先：　（　　　　　　）　　　　　　○○ — ○○○○

 ２．利用責任者
　住　所：　　　　　                          　同上

　氏　名：                                             同上

 ３．利用の目的 利用の目的を記入してください

 ４．利用期間

　　自　　　　　　2026年　　　　2　月　　　1　日（　土　）　午前　・　午後　　10時　　00分
から

　　至　　　 　　2026年　　　　2　月　　　１　日（　　　）　午前　・　午後　　　5時　00分まで

※台風、その他の自然災害等により、やむを得ず施設を臨時休館する場合はご利用できません。

 ６．予定人数 15　　名　  　(①～③ご利用の場合は利用後に確定人数をお知らせください。)

 ７．使用する道具
　（使用する場合のみ記入）

テーブル、いす、ホワイトボード

要請に応じていただけない又はルールを守っていただけない場合は、次回からのご利用をご遠慮
願います。
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